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年休の失効、時季変更権の濫用に対して損害賠償請求！

１1月２８日、東京第二運輸所の西村隆行さん、東京第一運輸所の木下和樹さんが東京

地方裁判所に、大阪第二運輸所の大谷川公明さんが大阪地方裁判所に、それぞれ年休

の失効・時季変更権濫用に対する損害賠償請求訴訟（通称「年休裁判」）を提訴しまし

た。

この裁判は、年休が失効した、また年休を申し込んだにもかかわらず年休を付与され

なかったことに対する損失と慰謝料を、会社に求めたものです。年休失効は、労働者の

金銭的損失はもちろんのこと、休養や家族などと余暇を過ごす大切な時間の損失でもあ

り、人間らしく生きる権利を侵害するものです。

年休失効の問題は、何もＪＲ東海のみならず、ＪＲ各社をはじめ全ての労働者に共通す

る課題です。国内の年休取得率は50％を下回る異常な事態といわれています。

社員のみなさん！

裁判に提訴した３名と共に年休失効の解消、適正要員の確保を目指して職場からしっ

かり声をあげていきましょう。


